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◎新潟県告示第390号 

新潟県庁舎等管理業務入札参加資格審査規程（平成13年12月新潟県告示第2361号）の一部を次のように改正し、

令和３年４月１日から実施する。 

令和３年３月30日 

新潟県知事  花 角  英 世 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

（資格審査の申請） 

第３条 資格審査を受けようとする者は、別に定め

る申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出

しなければならない。 

(1) 法人の場合 

ア～オ （略） 

カ 新潟県の県税納税証明書 

 

 

 

 

キ 法人税の納税証明書（外国法人にあっては、

知事が別に指示する書類） 

 

ク～コ （略） 

(2) 個人の場合 

ア～オ （略） 

カ 新潟県の県税納税証明書 

 

キ 所得税の納税証明書（日本の国籍を有しな

い者にあっては、知事が別に指示する書類） 

 

（資格審査の申請期間等） 

第４条 （略） 

２ 定期申請は、平成15年を初年とする３年目ごと

の年（以下「定期申請年」という｡)の前年の11月

１日から12月28日までの間に行わなければならな

い。 

３ （略） 

（資格審査の申請） 

第３条 資格審査を受けようとする者は、別に定め

る申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出

しなければならない。 

(1) 法人の場合 

ア～オ （略） 

カ 新潟県に事務所又は事業所（２以上の事務

所又は事業所を有する場合にあっては、主た

る事務所又は事業所。以下この項において同

じ｡)を有する法人にあっては、新潟県の県税

納税証明書 

キ 新潟県に事務所又は事業所を有しない法人

にあっては、法人税の納税証明書（外国法人

にあっては、知事が別に指示する書類） 

ク～コ （略） 

(2) 個人の場合 

ア～オ （略） 

カ 新潟県に事務所又は事業所を有する者にあ

っては、新潟県の県税納税証明書 

キ 新潟県に事務所又は事業所を有しない者に

あっては、所得税の納税証明書 

 

（資格審査の申請期間等） 

第４条 （略） 

２ 定期申請は、平成14年及びこれを初年とする３

年目ごとの年（以下「定期申請年」という｡)の１

月４日から同月31日までの間に行わなければなら

ない。 

３ （略） 
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